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【別紙１】 

２０２４年１０月３０日付け要請・質問書への回答  

 

2022年５月９日提出の脱原発佐賀ネットからの質問・要請に対し、2022年６月

８日に御回答頂きありがとうございました。 

その後、今年の正月に、石川県能登地方で、マグニチュード７．６の地震が起

き、家屋倒壊、道路寸断で、住民は避難困難、志賀原発も不具合が多発しました。

また、南西諸島の自衛隊ミサイル基地建設、佐賀空港の軍事基地化計画（オスプ

レイ配備）など、軍事的緊張を高める事態が生じており、それに伴い原発のリス

クも増大したと思います。したがって、時間は経っておりますが、問題は継続し

ているだけでなく一層深刻化しています。そこであらためて有志団体で関連して

の質問と要請をいたします。以下についてご回答宜しくお願いします。 

 

【質問事項】 

１．乾式貯蔵施設と使用済み核燃料について 

（１）これらは航空機、隕石、ミサイル等の落下に対して、被害を防げるとお考え

ですか？ 

（２）これらの施設等の破壊被害の状況を把握し、対策を立てるためには、乾式貯

蔵施設に入れられる使用済みウラン燃料１トンあたりの放射能やセシウム137

の放射能の量を知る必要があります。それらの値をお知らせください。 

（３）また、九電は、使用済みＭＯＸは乾式貯蔵施設には入れず、玄海３号機の使

用済み燃料プールに保管されていると聞いています。使用済みＭＯＸ１トンあ

たりの放射能とセシウム137の放射能の量をお知らせください。 

（答） 

 ○ 原子力発電所は、故意による航空機の落下によって原子炉周辺の施設が大きく

壊れるような場合は、移動式大容量ポンプ車、放水砲、シルトフェンスなど既設

の重大事故等対処設備によって事故の拡大防止等が図られることとされていま

す。 

 

 ○ また、隕石の落下やミサイル攻撃は規制基準の審査において想定されておらず、

対策は求められていませんが、原子力発電所に何かしら大きな被害が発生した場

合には、あらゆる施設や設備を駆使して事故の拡大防止に取り組まれると考えて

います。 

 

 ○ 乾式貯蔵施設及び使用済燃料プールについては、規制基準において、御指摘の

航空機、隕石、ミサイル等の落下に対して、設備の健全性を維持するようには求

められていません。 

 

 ○ なお、原子力規制委員会は、九州電力が実施した乾式キャスクの遮蔽機能の評
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価結果を審査し、規制基準に適合した設計となっていることを確認しています。 

（規制基準） 

・表面の線量当量率：2mSv/h 以下 

・表面から１ｍ離れた位置における線量当量率：100μSv/h 以下 

 

九州電力がこの評価に使用した乾式キャスク内側面の放射線強度は次のとお

りです。 

・使用済燃料のガンマ線：1.073×1017 photons/s 

・放射化した構造材のガンマ線：5.922×102  60CoTBq 

・使用済燃料の中性子線：1.205×1010 n/s 

※乾式キャスク：タイプ２（24体収納） 

※収納使用済燃料：使用終了後、使用済燃料プールで15年間冷却した 

           17×17燃料（Ａ型） 

 

 ○ また、原子力規制委員会は、九州電力が実施した使用済燃料プールの水遮蔽機

能の評価結果を審査し、規制基準に適合した設計となっていることを確認してい

ます。 

（規制基準） 

・燃料貯蔵時のピット水面での線量当量率：0.01mSv/h 以下 

・燃料取替時のピット水面での線量当量率：0.15mSv/h 以下 

 

九州電力がこの評価に使用した使用済ＭＯＸ燃料の放射線強度は次のとおり

です。 

・ガンマ線：1.2×1012 MeV/cm3・s 

・中性子線：4.3×104 n/cm3・s 

※原子炉停止から100時間後の放射線強度（原子炉からプールへの移動時間

を考慮） 

 

 

（４）乾式貯蔵施設や使用済み燃料プールの、落下物による破壊に対する防止策に

ついての国や九電の考えをお知らせください。 

（答） 

 ○ 原子力発電所は、故意による航空機の落下によって原子炉周辺の施設が大きく

壊れるような場合は、移動式大容量ポンプ車、放水砲、シルトフェンスなど既設

の重大事故等対処設備によって事故の拡大防止等が図られることとされていま

す。 

 

 



3 

 ○ また、隕石の落下やミサイル攻撃は規制基準の審査において想定されておらず、

対策は求められていませんが、原子力発電所に何かしら大きな被害が発生した場

合には、あらゆる施設や設備を駆使して事故の拡大防止に取り組まれると考えて

います。 

 

 ○ 乾式貯蔵施設及び使用済燃料プールについては、規制基準において、御指摘の

航空機、隕石、ミサイル等の落下に対して、設備の健全性を維持するようには求

められていません。 

 

 ○ なお、使用済燃料プールについては、万が一、プールの冷却機能又は注水機能

が失われ、水温が上昇し又は水位が低下する事故等が発生した場合に、使用済燃

料等が著しく損傷することを防止するために必要な設備や手順を整備すること

が、法令上の要求事項とされています。 

（使用済燃料等損傷防止対策例） 

・使用済燃料プールの冷却手段の多様化 

・大量のプール水の漏えい対策（例：可搬型注水ポンプによるスプレイ等） 

 

 ○ 玄海原子力発電所３、４号機については、原子力規制委員会により新規制基準

に基づく審査が行われた結果、運転に求められるレベルの安全性が確認され、運

転が行われているものと考えています。 

 

 

２．原子力防災訓練に関して 

（１）佐賀県知事は、「県内のＵＰＺ（５～30キロメートル）内の住民の約17万人の

方が避難される場合でも、１週間程度の期間でゲート型モニタによる車両検査

を行うことは可能と考えている。」と回答されていますが、「１週間程度で可能」

という算定の根拠をお知らせ下さい。 

（答） 

 ○ 内閣府において、ＵＰＺ内の全住民が一時移転等の対象となった場合を想定し

た試算が行われています。車両２レーンの会場で１日8,000人程度の検査を見込

んでおり、佐賀県は３会場設置することにより１週間程度でＵＰＺ住民の検査が

可能だと想定しています。 

※１日8,000人という数字は内閣府により算出された数字です。 

※会場候補は県内12カ所あり、風向きや線量を考慮し、会場を設置します。 
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（２）住民避難の際のスクリーニング会場でふき取って汚染検査にかける部位は、

線量計で数 cm の距離で40,000cpm 以上のところのみです（注１）。これは、表

面密度約120Bq/㎝2以上に相当し、放射線管理区域内の限度とされる、α線放出

核種の４Bq/㎝2の30倍、α線を放出しない核種40Bq/㎝2の３倍に相当します。 

   このような高い数値設定では、表面線量計では測れない内部被ばくが心配さ

れます。すなわち体内に入った放射性物質の影響を軽視することになりません

か？（注２）内部被曝の測定及び、内部被ばくを防ぐ対策はどうなっています

か？ 

（答） 

 ○ 除染の基準40,000cpm は、原子力災害時に放射性物質が放出され、制御できな

い状況下において、避難が必要な住民の迅速な避難も考慮した上で、不注意な経

口摂取、皮膚汚染からの外部被ばくを防止するために定められた実効的な基準と

なっています。 

 

 ○ ４Bq/㎝2という値は、放射線管理区域からの物の持ち出し基準に設定されてお

り、平常時に放射性物質を管理する者に対して、厳格な管理を求める趣旨から、

通常では区域外には存在しない放射性物質の持ち出しを前提に、非常に厳しい値

に設定されているため、健康上・安全上の観点から設定されているものではない

と認識しています。 

  

 

（３）安定ヨウ素剤はいつも手元になければ、事故発生時では交通渋滞などで取り

に行くことが困難です。配る側も配り終えるまで逃げられません。このことに

ついてどうお考えでしょうか。 

（答） 

 ○ 安定ヨウ素剤の配布、服用については、国の原子力災害対策指針等に則り、県

民の安全に配慮し実施しています。 

 

○ ＰＡＺにおいては、事前に安定ヨウ素剤を配布しているところです。 

住民の方は、施設敷地緊急事態発生の段階で、避難準備情報が発令されるため、

このときに安定ヨウ素剤を持ち出す準備を行っていただくことになります。 

 

○ なお、ＵＰＺにおいては、安定ヨウ素剤の緊急配布を基本と考えており、県内

51箇所で緊急配布を実施します。ただし、健康上の理由などで緊急時に速やかに

配布を受けることが困難で、事前配布を希望される方を対象として事前に安定ヨ

ウ素剤を配布しているところです。 
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３．原子力防災計画について 

【質問事項】 

（１）知事は、「避難先は、覚えやすく実行しやすい避難計画として、風向きにかか

わらず、単一としています。」と回答されています。しかし、放射性物質は風で

運ばれ、また雨等で降下しますので、被ばくを回避し最小化することになりま

せん。風向きなど気象条件を考慮すべきではありませんか？また過酷事故時に

は、放射性物質の放出状況や気象条件によっては数時間で西日本一帯が放射能

汚染地域になりかねません。そのような事態への対策をどう考えていますか。 

（答） 

 ○ 万が一、原子力発電所で重大な事故が発生し、放射性物質が放出される事態に

至った場合は、空間放射線量が高くなるプルーム通過時は屋内退避して被ばくを

防ぎ、プルーム通過後に地表への沈着によって空間放射線量が一定基準を超えた

地域がＵＰＺ圏外へ避難することとしています。従って避難指示に際しては空間

放射線量の測定値に基づき判断されます。避難先については風向きにかかわらず

単一とすることを基本とし、仮に予定している避難先施設で一定基準以上の空間

放射線量が観測され続ける事態になった場合は、空いている避難先に変更するな

ど柔軟な対応をとることになります。 

 

 ○ なお、福島第一原子力発電所事故後は新規制基準により炉心損傷防止対策や格

納容器破損防止対策等が事業者側に義務付けられています。 

 

【質問事項】 

（２）今回の能登半島地震では、志賀原発の避難路とされている道路も多数寸断さ

れました。玄海原発近くで同様の震災がおきた場合、家屋倒壊が発生すれば屋

内退避も避難もできません。このような事態に対する対策は検討されています

か？ もし想定されている対策があればお答え下さい。もしくは、このような

大震災は玄海では起こらないと想定されているのですか？ 

（答） 

 ○ 家屋倒壊等により自宅で屋内退避ができない住民は、近隣の指定避難所で屋内

退避をすることになります。道路寸断等により避難経路が通れない場合は、速や

かに代替ルートの検討を行います。代替ルートの確保が困難な場合は、建設業協

会や自衛隊などに要請して道路の障害物を取り除き車両通行機能の確保に取り

組みます。 

 

○ 復旧に時間を要する場合は、県消防防災ヘリや自衛隊のヘリ、協定事業者のド

ローンなどにより生活物資を孤立地域へ搬送し、屋内退避を継続しつつ、実動機

関と連携しながら空路避難や海路避難なども検討しながら住民避難に対応して

いきます。 
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４．その他 

（１）原発３，４号機の原子炉圧力容器の脆性遷移温度は、何度になっていますか？ 

（答） 

 ○ 九州電力においては、自社のホームページにおいて、玄海３、４号機の原子炉

容器の脆性遷移温度を公開しています。 

https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0582/0635/nuclear_irradiation2209.pdf  

 

 ○ これによると、玄海３号機については、第14回定期検査中の令和元年５月に取

り出した監視試験片の脆性遷移温度は「１℃」であったとされています。（当該試

験片の中性子照射量は2105年頃の原子炉容器の中性子照射量に相当） 

 

 ○ また、玄海４号機については、第７回定期検査中の平成18年９月に取り出した

監視試験片の脆性遷移温度は「－７℃」であったとされています。（当該試験片の

中性子照射量は2060年頃の原子炉容器の中性子照射量に相当） 

 

（２）1975年（玄海原発１号機営業運転）から2022年までの、毎年の放出トリチウ

ムの量と、毎年の玄海町、唐津市、佐賀県、全国の白血病死亡者数及び全部の

がん死亡者数をお知らせください。 

（答） 

 ○ 九州電力によると、玄海原子力発電所における1975年から2022年までのトリチ

ウム放出量は、別紙２のとおりです。 

 

 ○ なお、原子力発電所から放出するトリチウムの量は、毎年国へ報告することが

法令で定められており、九州電力は、直近５年の玄海原子力発電所からの液体ト

リチウムの年間放出量を自社のホームページで公開しています。 

https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0532/6036/k5g82reH.pdf 

 

 ○ 各死亡者数については別紙３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0582/0635/nuclear_irradiation2209.pdf
https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0532/6036/k5g82reH.pdf


7 

【別紙２】 

玄海原子力発電所におけるトリチウム放出量 

 

年度 
トリチウム量（単位：Bq） 

 

年度 
トリチウム量（単位：Bq） 

液体 気体 液体 気体 

1975 4.4×1012 未測定 1999 7.7×1013 1.5×1012 

1976 9.6×1012 4.4×1010 2000 7.5×1013 1.6×1012 

1977 1.1×1013 4.4×1010 2001 6.0×1013 2.0×1012 

1978 1.1×1013 6.3×1010 2002 9.1×1013 1.8×1012 

1979 6.7×1012 7.4×1010 2003 9.5×1013 1.7×1012 

1980 2.1×1013 1.1×1011 2004 7.3×1013 1.7×1012 

1981 1.6×1013 2.2×1011 2005 7.4×1013 1.7×1012 

1982 2.0×1013 1.7×1011 2006 9.9×1013 1.6×1012 

1983 1.9×1013 4.4×1011 2007 8.6×1013 1.4×1012 

1984 2.3×1013 3.6×1011 2008 6.9×1013 1.4×1012 

1985 2.1×1013 3.7×1011 2009 8.1×1013 1.6×1012 

1986 3.2×1013 3.6×1011 2010 1.0×1014 1.6×1012 

1987 2.9×1013 2.9×1011 2011 5.6×1013 1.3×1012 

1988 1.7×1013 4.1×1011 2012 2.0×1012 6.7×1011 

1989 2.6×1013 4.1×1011 2013 8.6×1011 7.3×1011 

1990 3.4×1013 7.0×1011 2014 1.1×1011 4.1×1011 

1991 2.6×1013 5.4×1011 2015 1.9×1011 3.8×1011 

1992 2.4×1013 5.8×1011 2016 2.5×1011 3.8×1011 

1993 3.6×1013 5.6×1011 2017 5.2×1011 3.6×1011 

1994 5.0×1013 1.1×1012 2018 2.8×1013 4.4×1011 

1995 5.8×1013 7.0×1011 2019 5.0×1013 9.2×1011 

1996 4.6×1013 8.5×1011 2020 7.1×1013 1.1×1012 

1997 6.1×1013 8.8×1011 2021 5.4×1013 9.1×1011 

1998 9.5×1013 1.5×1012 2022 1.9×1013 1.5×1012 
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【別紙３】 
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【要請事項】 

玄海原発を速やかに止め、がんや障がいを発生させる放射性物質の流出を止めてく

ださい。 

（答） 

○  原子力発電所からの放射性物質の放出については、法令に基づき放出する際

の濃度が制限されています。また、年間の放出量については、原子力規制委員会

の審査における周辺の被ばく量の評価において、一般公衆の年間被ばく線量限

度を十分下回る年間50マイクロシーベルトを超えないことが確認されています。

原子力発電所においては、この濃度や年間放出量を超えることのないように放

出管理が行われています。 

 

○ なお、県では、玄海原子力発電所からの放射性物質の放出等に伴う周辺環境へ

の影響調査を行っていますが、現在までに、玄海原子力発電所に起因すると考え

られる放射線及び放射能の異常は認められていません。 

 

○  原子力発電に関しては、その依存度を可能な限り低減し、再生可能エネルギー

の導入を進める取組を進めていくべきと考えています。 

 

○  しかしながら、再生可能エネルギーはその安定供給等に課題があり、現時点に

おいては、一定程度、原子力発電に頼らざるを得ない状況にあると考えています。 

 

○  今後とも、県民の安全を何よりも大切に、玄海原子力発電所と真摯に向き合い

続けていきます。 

 


